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 No. 名称 年度 行政区 用途 建築内容 活用概要 

1 龍谷大学 
深草町家キャンパス  

H24 伏見 大学 
用途変更 

増築 
京町家を大学キャンパスとして活用 

2 青蓮院大護摩堂外陣 H25 東山 寺社 増築 旧武徳殿を移築し護摩堂として活用 

3 京都府立鴨沂高等学校
本館棟  

H26 左京 学校 増築 高校本館を増築して活用 

4 東福寺本坊庫裏 H26 東山 寺社 増築 庫裏に厨房等を増築して活用 

5 真宗本廟東本願寺 
御影堂（※） 

H27 下京 寺社 増築 御休息所建て替えに伴う御影堂の適用除外 

6 紫明会館 H27 北 複合 用途変更 近代洋風建築の一部を老人福祉施設として活用 

7 翠紅館、送陽亭、翠紅
庵・胡廬庵 

H28 東山 飲食店 増築 
近代和風建築を敷地内移転し、ホテル(パークハイア
ット京都)・飲食店(山荘京大和)として活用 

8 ⾧江家住宅 主屋北棟 H29 下京 旅館 用途変更 京町家を宿泊施設として活用【包括基準】 
9 旧美濃幸 H29 東山 旅館 用途変更 料亭だった数寄屋建築を旅館(SOWAKA)として活用 

10 旧牧野眼科医院 H30 上京 旅館/飲食店 用途変更 
医院だった京町家を旅館及び飲食店(おおきに迎賓館
黒門中立売邸)として活用 

11 元京都市立清水小学校 H30 東山 ホテル 
用途変更 

増築 
元番組小学校の校舎をホテル(ザ・ホテル青龍 京都清
水)として活用 

12 旧小林家住宅 H30 右京 飲食店 用途変更 
茅葺屋根の摂丹型民家を飲食店(パンとエスプレッソ
と嵐山庭園)として活用 

13 旧伴家住宅 R01 中京 ホテル 
用途変更 

増築 
市登録有形文化財の京町家をホテル(カンデオホテル
ズ京都烏丸六角)のレセプション棟として活用 

14 旧唐瀧家住宅 R01 中京 飲食店 
用途変更 

増築 
京町家を飲食店として活用【包括基準】 

15 
文化庁新庁舎 
（京都府警察本部本館） 

R01 上京 庁舎 増築 元京都府警の庁舎を文化庁新庁舎として再整備 

16 栗原家住宅 R02 左京 寄宿舎 
用途変更 

増築 
数寄屋建築をシェアハウスとして活用(予定) 

17 祇園甲部歌舞練場 R02 東山 劇場・学校 増築 現歌舞練場を劇場・学校として耐震改修して再整備 

18 旧邸御室 R03 右京 飲食店 用途変更 和風邸宅建築を飲食店として活用 

19 松永医院 R03 伏見 診療所 増築 医院の京町家を増床して活用 

20 郭巨山町会所 R03 下京 町会所 増築 祇園祭郭巨山の町会所を増床して活用 

21 真宗大谷派岡崎別院 R03 左京 寺社 増築 庫裏建て替えに伴い本堂の一部を増床して活用 

22 服部家住宅 R03 左京 住宅 増築 京町家を二世帯住宅として活用 

23 荒川家住宅 R03 北 
飲食店・寄宿

舎・住宅等 
用途変更 

増築 
京町家をシェアハウス等(HATCH 京都)として活用 

24 湯川秀樹旧宅 R04 左京 大学 
用途変更 

増築 
湯川博士の自宅兼書斎を会談・接客の場(京都大学下
鴨休影荘(湯川秀樹博士旧宅))として活用 

25 旧大渡家住宅 
（旧鳴滝寮） 

R05 右京 ホテル 
用途変更 

増築 
元交通局の保養所を上質宿泊施設(Hotel 宇多野京都
別墅)として活用 

26 旧小川家住宅 R05 東山 飲食店 
用途変更 

増築 

伝統的建造物の京町家を観光客向けの飲食店として

活用(予定) 

27 西陣頭町の町家 R06 上京 簡易宿所 増築 京町家をハイエンドな宿泊施設として活用(予定) 

28 旧大澤家住宅 R06 東山 物販店 増築 
伝統的建造物の京町家を海外ラグジュアリー・ブラン

ドの店舗として活用(予定) 

（上記の保存活用事例は京都市ＨＰに掲載しています。https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000273762.html） 
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